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10．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，運搬前に次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入されていること。 

（２）法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこと。 

11．課長（放射線管理）は，第９項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定

める値を超えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度を超

えていないことを確認する。ただし，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）

に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

12．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は，

当該輸入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであることを確実にする。 

13．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物が法令で定める基準に適合すること

を確認するため，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う組織とは別の組織の者が検査実施責

任者および検査員として実施する検査を統括する。 

 

※１：貯蔵とは，保管の前段階のもので，廃棄とは異なるものをいう。 

 

 

（放射能濃度確認対象物の管理） 

第８６条の２ 課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基づく放

射能濃度についての確認を受けようとする物（以下，「放射能濃度確認対象物」という。）

の取扱いに関する次の業務を管理する。 

（１）放射能濃度確認対象物の保管管理 

（２）放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定および評価 

２．課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた

放射能濃度確認対象物の測定および評価前の保管管理について，次の事項を実施する。 

（１）放射能濃度確認対象物の性状に応じて分別，除染および切断を行った上で，表１１９－

１の放射能濃度確認対象物に係る記録と照合できる措置を講じる。 

（２）放射能濃度確認対象物について，放射能濃度の測定を行う場所に運搬するまでの間，放

射能濃度確認対象以外の異物の混入を防止する措置を講じ保管する。 

（３）放射能濃度確認対象物の保管状況を１箇月に１回確認する。 

３．課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた

放射能濃度確認対象物の測定および評価ならびにその後の保管管理について，次の事項を実

施する。 

（１）放射能濃度確認対象物の運搬にあたっては，放射性物質による追加的な汚染を防止する

措置を講じる。 

（２）原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定およ

び評価の方法に従い，放射能濃度確認対象物以外の異物の混入および放射性物質による追

加的な汚染を防止する措置を講じ，放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定および評価

を行う。 

（３）第３項（２）の測定および評価の結果，「工場等において用いた資材その他の物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないも

のであることの確認等に関する規則」（以下，「放射能濃度確認規則」という。）に定め

る放射能濃度の基準を満たす場合は，放射能濃度の測定前の放射能濃度確認対象物および

放射能濃度確認対象物以外の異物の混入を防止する措置ならびに放射性物質による追加

的な汚染を防止する措置を講じて保管する。 

（４）第３項（２）の測定および評価の結果，放射能濃度確認規則に定める放射能濃度の基準
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を満たさない場合は，除染等を行い，測定および評価を行う。または，第８６条に基づき，放

射性固体廃棄物として管理する。 

 

 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第８６条の３  「原子力施設において設置された資材等または使用された物品であって「核燃

料物質および核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」でない廃棄物」（以

下，「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）の判断をしようとする対象物の範囲は，管理

区域内において設置された金属，コンクリート類，ガラスくず，廃油，プラスチック等（以

下，本条において「資材等」という。）および管理区域内において使用された工具類等（以

下，本条において「物品」という。）とする。 

２．課長（放射線管理）は，管理区域内において設置された資材等または使用された物品を「放

射性廃棄物でない廃棄物」と判断する場合は，次の各号に基づき実施する。 

（１）汚染のおそれのない管理区域において設置された資材等については，適切な汚染防止対

策が行われていることを確認した上で，適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等に

より汚染がないことを判断する。 

（２）汚染のおそれのない管理区域以外の管理区域において設置された資材等については，適

切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で，適切に管理された使用履歴，設置

状況の記録等により汚染がないことを判断する。 

     なお，汚染された資材等について，汚染部位の特定・分離を行った場合には，残った汚

染されていない部位は「放射性廃棄物でない廃棄物」とすることができる。 

     また，適切な測定方法により念のための放射線測定評価を行い，測定結果が理論検出限

界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 

（３）汚染のおそれのない管理区域で使用された物品については，適切に管理された使用履歴

の記録等により汚染がないことを判断する。 

（４）汚染のおそれのない管理区域以外の管理区域で使用された物品については，適切な汚染

防止対策が行われていることを確認した上で適切に管理された使用履歴の記録等により

汚染がないことを判断する。 

     また，適切な測定方法により念のための放射線測定評価を行い，測定結果が理論検出限

界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 

３．各課長は，「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断されたものについては，管理区域から搬

出するまでの間，汚染されたものとの混在防止措置を講じる等，所要の管理を行う。 

 

 

（事故由来放射性物質の降下物の影響確認） 

第８６条の４ 課長（放射線管理）は，原子炉等規制法に基づく設計及び工事計画（変更）認

可申請書および電気事業法に基づく工事計画（変更）認可申請書に記載されている設備・機

器等（以下，本条において「設備・機器等」という。）について，東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故由来の放射性物質の降下物（以下，本条において「降下物」という。）

の影響の有無を確認する場合は，適切な測定方法により，降下物の分布調査を行う。 

２．各課長は，第１項の確認の結果，理論検出限界曲線の検出限界値未満でなかった場合，設

備・機器等を廃棄または資源として有効利用しようとする際には，降下物により汚染された

ものとして発電所内で適切に管理する。 
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（放射性液体廃棄物の管理） 

第８７条 課長（発電）は，放射性液体廃棄物を放出する場合は，復水器冷却水放水路より

放出するとともに，次の事項を管理する。 

（１）放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度の３箇月平

均値が，法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。 

（２）復水器冷却水放水路排水中の放射性物質（トリチウムを除く。）の放出量が，表８７－

１に定める放出管理目標値を超えないように努めること。 

２．課長（発電）は，復水器冷却水放水路排水中のトリチウムの放出量が，表８７－２に定

める放出管理の基準値を超えないように努める。 

３．課長（放射線管理）は，表８７-３に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，

その結果を課長（発電）に通知する。 

 

表８７-１ 

項  目 放出管理目標値 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 
7.4×1010Bq／年※１ 

 

表８７-２ 

項  目 放出管理の基準値 

トリチウム 7.4×1012Bq／年※１ 

※１:２号炉および３号炉の合計 

 

表８７-３ 

 分 類 測定項目 計測器種類 測定頻度 試料採取箇所 

放射性液

体廃棄物 

放射性物質の濃度 
（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能

測定装置 

放出の都度 ・床ドレンサンプルタンク 

・処理水タンク 

・ランドリドレンサンプルタンク 

・ランドリドレンタンク 

・シャワドレンタンク 

・高電導度廃液系サンプルタンク 

・洗濯廃液系サンプルタンク 

トリチウム濃度 試料放射能

測定装置 

１箇月に１回 
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（放射性気体廃棄物の管理） 

第８８条 課長（発電）は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，表８８－２に示す排気筒等

より放出するとともに，次の事項を管理する。 

（１）排気筒からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度

の３箇月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこ

と。 

（２）排気筒からの放射性物質（希ガス，よう素 131）の放出量が，表８８－１に定める放出

管理目標値を超えないように努めること。 

２．課長（放射線管理）は，表８８－２に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，

その結果を課長（発電）に通知する。 

３．表８８－２に示す排気筒等以外の場所において換気を行う場合は，次の事項を行う。ただ

し，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域等における換気は，

この限りでない。 

（１）各課長は，フィルター付局所排気装置等により法令に定める管理区域に係る値を超えな

いよう拡散防止措置を行う。 

（２）課長（放射線管理）は，表８８－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，

法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認する。なお，換気によって放出

される空気中放射性物質の濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれがない

場合は，この限りでない。 

 

表８８－１ 

項  目 放出管理目標値 

  放射性気体廃棄物  

    希ガス 7.9×1014 Bq／年※１ 

    よう素 131 3.9×1010 Bq／年※１ 

※１:２号炉および３号炉の合計 

 

表８８－２ 

分 類 排気筒等 測定項目 計測器種類 測定頻度 

放射性 ･排気筒 希ガス濃度 排気筒モニタ 常 時 

気 体  よう素 131 濃度 試料放射能測定装置 １週間に１回 

廃棄物   

  

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 

  

 ･サイト よう素 131 濃度 試料放射能測定装置 １週間に１回 

  バンカ 

 建物 

 排気口 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 

  

 ･非常用 

 ガス 

希ガス濃度 排気筒モニタ 常 時 
（非常用ガス処理系運転時） 

  処理系 

 

よう素 131 濃度 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能測定装置 １週間に１回 
（非常用ガス処理系運転時） 

 ･サービス よう素 131 濃度 試料放射能測定装置 １週間に１回 

  建物排気 

ダクト 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線放出核種） 
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第１１章 記録および報告 
 

（記録） 

第１１９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１１９－１のうち，1.

については保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあ

たっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

２．検査の責任者は，表１１９－２および表１１９－３に定める検査に関する記録について適

正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項

を遵守する。 

 

３．組織は，表１１９－４に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記

録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

 

表１１９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  1．使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確認

の時までの期間 

  2．保全活動管理指標の監視結果およびその担当者の氏名 

実施の都度 

監視を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  3．保全の結果（安全上重要な機器を除く。）およびその担

当者の氏名 実施の都度 

保全を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  4．安全上重要な機器の保全の結果（法令に基づく必要な手

続きの有無およびその内容を含む。）およびその担当者の

氏名 

実施の都度 

保全を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  5．保全の結果の確認・評価およびその担当者の氏名 

実施の都度 

確認・評価を実施した原子

炉施設を解体または廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

  6．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処置およびその

担当者の氏名 

実施の都度 

不適合管理，是正処置およ

び未然防止処置を実施した

原子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過するま

での期間 

  7．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施設

の施設管理方針，施設管理

目標または施設管理実施計

画の改定までの期間 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  8. 施設管理の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施設

の施設管理方針，施設管理

目標または施設管理実施計

画の改定までの期間 

  9．熱出力 原子炉に１体以

上燃料が装荷さ

れている場合連

続して 

10 年間 

  10．炉心の中性子束密度 10 年間 

  11．炉心の温度 
10 年間 

  12．冷却材入口温度 
原子炉の状態が

運転および起動

において１時間

ごと 

10 年間 

  13．冷却材出口温度 10 年間 

  14．冷却材圧力 10 年間 

  15．冷却材流量 10 年間 

  16．制御棒位置 １年間 

  17．再結合装置内の温度 同上 １年間 

  18．原子炉に使用している冷却材および減速材の純度なら

びにこれらの毎日の補給量 
毎日１回 １年間 

  19．原子炉内における燃料体の配置 配置または配置 

替えの都度 
取出後 10 年間 

  20．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

  21．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

  22．運転開始日時 その都度 １年間 

  23．臨界到達日時 同上 １年間 

  24．運転切替日時 同上 １年間 

  25．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

  26．運転停止日時 同上 １年間 

  27. 警報装置から発せられた警報の内容※２ 同上 １年間 

  28．運転責任者の氏名および運転員の氏名ならびに，これ

らの者の交代の日時および交代時の引継事項 
交代の都度 １年間 

  29．運転上の制限に関する点検結果および運転上の制限か

らの逸脱があった場合に講じた措置 その都度 

１年間（ただし，運転上の

制限からの逸脱があった場

合については５年間） 

  30．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置または配置 

替えの都度 
５年間 

  31．使用済燃料の払出し時における放射能の量 
払出しの都度 10 年間 

  32．燃料体の形状または性状に関する検査の結果 挿入前および 

取出後 
取出後 10 年間 

  33．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の

廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁における線量当

量率 

毎日運転中１回 10 年間 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  34．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水

口または排水監視設備における放射性物質の１日間お

よび３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度に

あっては毎日１回，

３月間の平均濃度に

あっては３月ごとに

１回 

10 年間 

  35．管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当

量，空気中の放射性物質の１週間についての平均濃度お

よび放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度 

毎週１回 10 年間 

36．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間の線

量，女子※３の放射線業務従事者の４月１日，７月１

日，１０月１日および１月１日を始期とする各３月間

の線量ならびに本人の申出等により妊娠の事実を知る

こととなった女子の放射線業務従事者にあっては出産

までの間毎月１日を始期とする１月間の線量 

１年間の線量にあっ

ては毎年度１回，３

月間の線量にあって

は３月ごとに１回，

１月間の線量にあっ

ては１月ごとに１回 

※４ 

  37．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリシーベ

ルトを超えた放射線業務従事者の当該１年間を含む原

子力規制委員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員会が

定める５年間におい

て毎年度１回 

※４ 

 38．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期お

よび終期ならびに放射線業務従事者の当該期間の線量 
その都度 ※４ 

  39．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度に

おける当該日以前の放射線被ばくの経歴および原子力

規制委員会が定める５年間における当該年度の前年度

までの放射線被ばくの経歴 

そのものが当該業務

に就く時 
※４ 

  40．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の

数量，その運搬に使用した容器の種類ならびにその運搬

の日時および経路 

運搬の都度 １年間 

  41．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性

廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当該放射性廃棄物

を容器に封入し，または容器と一体的に固型化した場合

には当該容器の数量および比重ならびにその廃棄の

日，場所および方法 

廃棄の都度 ※５ 

  42．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固型化し

た場合には，その方法 

封入または固型化の

都度 
※５ 

  43．放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行

った場合には，その状況および担当者の氏名 

広がりの防止および

除去の都度 
１年間 

  44．事故の発生および復旧の日時 
その都度 ※５ 

  45．事故の状況および事故に際して採った処置 
同上 ※５ 

  46．事故の原因 
同上 ※５ 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  47．事故後の処置 
同上 ※５ 

  48．風向および風速 
連続して 10 年間 

  49．降雨量 
同上 10 年間 

  50．大気温度 
同上 10 年間 

  51．保安教育の実施計画 
策定の都度 ３年間 

  52．保安教育の実施日時，項目および受けた者の氏名 
実施の都度 ３年間 

  53．原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価 
評価の都度 ※５ 

  54．原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的

知見の反映状況の評価 
評価の都度 ※５ 

  55.放射能濃度確認対象物の発生状況および汚染の状況に

ついて調査を行った結果※６ 
調査の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  56.放射能濃度確認対象物の材質および重量※６ 調査の都度 発電所から搬出された後 10

年間 

  57.放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染

の除去を行った場合は，その結果※６ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  58.放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算に

よる評価を行った場合は，その計算条件および結果※６ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  59.評価に用いる放射性物質の選択を行った結果※６ 
選択の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  60.放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結

果※６ 
評価の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  61.放射性物質の放射能濃度の測定条件※７ 測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  62.放射能濃度の測定結果※７ 測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  63.放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った

結果※７ 

測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  64.測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管

理を行った結果※７ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  65.放射能濃度確認対象物の測定および評価に係る教育・

訓練の実施日時および項目※７ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  66.放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った

結果に係る記録 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

 
※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障または消耗品の取替

により記録不能な期間を除く。 
※２：「警報装置から発せられた警報」とは，技術基準規則第４７条第１項および第２項に規定す

る範囲の警報をいう。 
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※３：妊娠不能と診断された者および妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 
※４：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合またはその記録を保存している期

間が５年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すま
での期間。 

※５：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることにつ
いて，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間。 

※６：放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 
※７：放射能濃度確認対象物の測定および評価に係る記録 
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表１１９－４※８  

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の記録   

（１）第３条（品質マネジメントシステム計画）４．２．

１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過するま

での期間 

２．品管規則の要求事項に基づき作成する以下の記録   

（１）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（２）要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録 作成の都度 ５年 

（３）個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実

施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実

証するために必要な記録（本項の他で定めるものを除

く） 

作成の都度 ５年 

（４）個別業務等要求事項の審査の結果の記録および当該

審査の結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（５）設計開発に用いる情報に係る記録 作成の都度 ５年 

（６）設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発

レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（７）設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果

に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（８）設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開

発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（９）設計開発の変更に係る記録 作成の都度 ５年 

（10）設計開発の変更の審査，検証および妥当性確認の結

果の記録およびその結果に基づき講じた措置に係る記

録 

作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および当該評価の結果に

基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（12）個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認の結果

の記録 
作成の都度 ５年 

（13）機器等または個別業務に関するトレーサビリティの

記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の物品を所持している場合の記録 作成の都度 ５年 

（15）当該計量の標準が存在しない場合における，校正ま

たは検証の根拠の記録 
作成の都度 ５年 

（16）監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が

判明した場合における，従前の監視測定の結果の妥当

性を評価した記録 

作成の都度 ５年 

（17）監視測定のための設備の校正および検証の結果の記

録 
作成の都度 ５年 

（18）内部監査結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等または自主検査等の結果に係る

記録 
作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員

を特定することができる記録 
作成の都度 ５年 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（21）不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じ

た措置（特別採用を含む。）に係る記録 
作成の都度 ５年 

（22）講じたすべての是正処置およびその結果の記録 作成の都度 ５年 

（23）講じたすべての未然防止処置およびその結果の記録 作成の都度 ５年 

※８：表１１９－１，表１１９－２，表１１９－３を適用する場合は，本表を適用しない。 
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第１章 総則 
 

（目的） 

第１２１条 この規定第２編は，原子炉等規制法第４３条の３の２４第１項の規定に基づき，

廃止措置段階のうち，原子炉本体周辺設備等解体撤去期間中における島根原子力発電所１

号炉原子炉施設（本編において，以下「原子炉施設」という。）の保安のために必要な措

置（本編において，以下「保安活動」という。）を定め，核燃料物質等または原子炉によ

る災害の防止を図ることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第１２２条 発電所における保安活動は，安全文化を基礎とし，放射線および放射性物質の放

出による従業員および公衆の被ばくを，定められた限度以下であって，かつ合理的に達成

可能な限りの低い水準に保つとともに，災害の防止のために，適切な品質保証活動に基づ

き実施する。 

 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第１２３条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令および保

安規定の遵守を確実に行うため，以下の活動を実施する。 

（１）社長は，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことをコミットメントするととも

に関係法令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コ

ミットメントの内容について変更する。 

（２）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，関係法令および保安規定

の遵守を確実に行うための活動を統括する。 

（３）内部監査部門長は，「原子力安全管理監査細則」を定め，関係法令および保安規定の遵

守を確実に行うための活動を統括する。 

（４）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織（内部監査部門を除く。）は，社長のコ

ミットメントを受け，「原子力安全文化醸成基本要領」に基づき，関係法令および保安規

定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき活動を実

施し，評価を行う。 

（５）内部監査部門は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全管理監査細則」に基づき，

関係法令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動

計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（６）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示

を受け，活動計画へ反映する。 

（７）内部監査部門長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示

を受け，活動計画へ反映する。 
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（解体撤去物の管理） 

第１４１条の２ 各課長は，管理区域内における廃止措置工事で発生した解体撤去物を「放射

性廃棄物でない廃棄物」，「放射性物質として扱う必要のないものとして処理するか放射性

固体廃棄物として処理するかを判断する前段階のもので，廃止措置計画に基づき，管理区域

内に設置する解体撤去物の保管を行うエリア（以下，本条および次条において「保管エリア」

という。）に保管するもの（以下，「解体保管物」という。）」または「放射性固体廃棄物」

に分別し，次の事項を実施する。 

（１）「放射性廃棄物でない廃棄物」は，第１５２条（放射性廃棄物でない廃棄物の管理）第

３項に従い管理する。 

（２）「解体保管物」は，ポリ袋で養生すること等により，汚染の広がりならびに異物の混入

および放射性物質による追加的な汚染を防止する措置を講じたうえで，次の事項に従い，

保管エリアに保管する。 

  イ．容器（メッシュ型容器またはドラム缶をいう。以下，本条および次条において同じ。）

に収納または梱包すること。 

  ロ．容器に収納または梱包する際は，放射能レベル区分※１が異なる解体保管物を混在し

ないこと。 

  ハ．容器および梱包した解体保管物の表面の線量当量率が，表１４１の２－１に示す各保

管エリアの「容器の最大表面線量当量率」を超えないことについて，課長（放射線管理）

の確認を受けること。 

  ニ．容器および梱包した解体保管物の保管数が，表１４１の２－１に示す各保管エリアの

「最大保管個数」を超えないことについて，課長（放射線管理）の確認を受けること。 

（３）「放射性固体廃棄物」は，第１５１条（放射性固体廃棄物の管理）第１項（４）に従い

固体廃棄物貯蔵所に保管する。 

２．課長（放射線管理）は，第１項（２）に従い保管エリアに保管された容器および梱包した

解体保管物には，「解体保管物」を示す標識を付け，「解体保管物」に係る記録と照合でき

る整理番号を付ける。 

 

※１：廃止措置計画に定める放射能レベル区分（Ｌ３およびＣＬ） 

 

表１４１の２－１ 

１号炉に設置する保管エリア 

建物 ＥＬ 保管エリア 容器の最大表面線量当量率 最大保管個数※２ 

原子炉建物 3,100 地下２階 ２ mSv/h 2,619 個 

15,300 １階 0.01mSv/h 1,830 個 

23,800 ２階① 0.01mSv/h 297 個 

23,800 ２階② ２ mSv/h 1,116 個 

31,000 ３階 0.01mSv/h 603 個 

36,100 ４階 ２ mSv/h 795 個 

廃棄物処理建物 15,300 ２階 ２ mSv/h 261 個 

タービン建物 1,500 １階 0.5mSv/h 5,784 個 

8,800 ２階① 0.01mSv/h 1,101 個 

8,800 ２階② 0.5mSv/h 3,291 個 

8,800 ２階③ 0.01mSv/h 318 個 

15,900 ３階 0.01mSv/h 4,746 個 

※２：メッシュ型容器で保管した場合の保管個数 
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（保管エリアの管理） 

第１４１条の３ 課長（放射線管理）は，保管エリアを壁，柵等の区画物によって区画する他，

保管エリアの目に付きやすい場所に保管エリアである旨を掲示する。 

２．課長（放射線管理）は，保管エリアに係る次の事項を確認するとともに，その結果，異常

が認められた場合には必要な措置を講じる。 

（１）「解体保管物」の保管状況を確認するために，１週間に１回，保管エリアを巡視する。 

（２）１箇月に１回，「解体保管物」を収納した容器および梱包した解体保管物の保管数を確

認する。 

３．課長（放射線管理）は，保管エリアの目に付きやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

 

（工事完了の報告） 

第１４２条 各課長は，第１４１条（工事の計画および実施）に基づく工事が完了した場合に

は，工事の結果を，所長，廃止措置主任者および廃止措置・環境管理部長に報告するととも

に，関係する各課長に通知する。 
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12．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は，

当該輸入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであることを確実にする。 

13．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物が法令で定める基準に適合すること

を確認するため，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う組織とは別の組織の者が検査実施責

任者および検査員として実施する検査を統括する。 

 

※１：貯蔵とは，保管の前段階のもので，廃棄とは異なるものをいう。 

 

 

（放射能濃度確認対象物の管理） 

第１５１条の２ 課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基づく

放射能濃度確認対象物の取扱いに関する次の業務を管理する。 

（１）放射能濃度確認対象物の保管管理 

（２）放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定および評価 

２．課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた

放射能濃度確認対象物の測定および評価前の保管管理について，次の事項を実施する。 

（１）放射能濃度確認対象物の性状に応じて分別，除染および切断を行った上で，表１８９－

１の放射能濃度確認対象物に係る記録と照合できる措置を講じる。 

（２）放射能濃度確認対象物について，放射能濃度の測定を行う場所に運搬するまでの間，放

射能濃度確認対象以外の異物の混入を防止する措置を講じ保管する。 

（３）放射能濃度確認対象物の保管状況を１箇月に１回確認する。 

３．課長（放射線管理）は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた

放射能濃度確認対象物の測定および評価ならびにその後の保管管理について，次の事項を実

施する。 

（１）放射能濃度確認対象物の運搬にあたっては，放射性物質による追加的な汚染を防止する

措置を講じる。 

（２）原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定およ

び評価の方法に従い，放射能濃度確認対象物以外の異物の混入および放射性物質による追

加的な汚染を防止する措置を講じ，放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定および評価

を行う。 

（３）第３項（２）の測定および評価の結果，放射能濃度確認規則に定める放射能濃度の基準

を満たす場合は，放射能濃度の測定前の放射能濃度確認対象物および放射能濃度確認対象

物以外の異物の混入を防止する措置ならびに放射性物質による追加的な汚染を防止する

措置を講じて保管する。 

（４）第３項（２）の測定および評価の結果，放射能濃度確認規則に定める放射能濃度の基準

を満たさない場合は，除染等を行い，測定および評価を行う。または，第１５１条の１に

基づき，放射性固体廃棄物として管理する。 
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（放射性液体廃棄物の管理） 

第１５４条 課長（第一発電）は，放射性液体廃棄物を放出する場合は，復水器冷却水放水

路より放出するとともに，次の事項を管理する。 

（１）放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度の３箇月平

均値が，法令に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこと。 

（２）復水器冷却水放水路排水中の放射性物質（トリチウムを除く。）の放出量が，表１５４

－１に定める放出管理目標値を超えないように努めること。 

２．課長（第一発電）は，復水器冷却水放水路排水中のトリチウムの放出量が，表１５４－

２に定める放出管理の基準値を超えないように努める。 

３．課長（放射線管理）は，表１５４－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定

し，その結果を課長（第一発電）に通知する。 

 

表１５４－１ 

項  目 放出管理目標値 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 
2.8×10 ８ Bq／年 

 

表１５４－２ 

項  目 放出管理の基準値 

トリチウム 3.4×1010Bq／年 

 

表１５４－３ 

 分 類 測定項目 計測器種類 測定頻度 試料採取箇所 

放射性液

体廃棄物 

放射性物質の濃度 
（主要ガンマ線放出核種） 

試料放射能

測定装置 

放出の都度 ・床ドレンサンプルタンク 

・処理水タンク 

・ランドリドレンサンプルタンク 

・シャワドレンタンク 
トリチウム濃度 試料放射能

測定装置 

１箇月に１回 
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（放射性気体廃棄物の管理） 

第１５５条 課長（第一発電）は，放射性気体廃棄物を放出する場合は，表１５５－２に示す

排気筒等より放出するとともに，次の事項を管理する。 

（１）排気筒およびタービン建物排気筒からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外

の空気中の放射性物質濃度の３箇月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気

中の濃度限度を超えないこと。 

（２）排気筒およびタービン建物排気筒からの放射性物質（粒子状物質（コバルト 60））の

放出量が，表１５５－１に定める放出管理目標値を超えないように努めること。 

２．課長（放射線管理）は，表１５５－２に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，

その結果を課長（第一発電）に通知する。 

３．表１５５－２に示す排気筒等以外の場所において換気を行う場合は，次の事項を行う。た

だし，第１５９条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域等における換

気は，この限りでない。 

（１）各課長は，フィルター付局所排気装置等により法令に定める管理区域に係る値を超えな

いよう拡散防止措置を行う。 

（２）課長（放射線管理）は，表１５５－３に定める項目について，同表に定める頻度で測定

し，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認する。なお，換気によって

放出される空気中放射性物質の濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれが

ない場合は，この限りでない。 

 

表１５５－１ 

項  目 放出管理目標値 

  放射性気体廃棄物  

    粒子状物質 2.0×108 Bq／年 

   （コバルト 60）  

 

表１５５－２ 

分 類 排気筒等 測定項目 計測器種類 測定頻度 

放射性 ･排気筒 希ガス濃度 排気筒モニタ 常 時 

気 体 ･タービン 粒子状物質濃度 試料放射能測定装置 １週間に１回 

廃棄物  建物 

 排気筒 

（主要ガンマ線放出核種）   

 

表１５５－３ 

 測定項目 計測器種類 測定頻度 

排気筒等以外の排気出口 粒子状物質濃度 試料放射能測定装置 作業の都度※２ 

 （主要ガンマ線放出核種）   

※２:作業が１週間を超える場合は，１週間に１回測定する。 
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第１１章 記録および報告 
 

（記録） 

第１８９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１８９－１のうち，1.

については保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあ

たっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

２．検査の責任者は，表１８９－２に定める検査に関する記録について適正※に作成し，保存

する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

３．組織は，表１８９－３に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記

録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

４．各課長および当直長は，表１８９－４に定める保安に関する記録を保存する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

 

表１８９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  1．使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確認

の時までの期間 

  2．保全活動管理指標の監視結果およびその担当者の氏名 

実施の都度 

監視を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  3．保全の結果（安全上重要な機器を除く。）およびその担

当者の氏名 実施の都度 

保全を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  4．安全上重要な機器の保全の結果（法令に基づく必要な手

続きの有無およびその内容を含む。）およびその担当者の

氏名 

実施の都度 

保全を実施した原子炉施設

を解体または廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

  5．保全の結果の確認・評価およびその担当者の氏名 

実施の都度 

確認・評価を実施した原子

炉施設を解体または廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

  6．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処置およびその

担当者の氏名 

実施の都度 

不適合管理，是正処置およ

び未然防止処置を実施した

原子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過するま

での期間 

  7．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施設

の施設管理方針，施設管理

目標または施設管理実施計

画の改定までの期間 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  8. 施設管理の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施設

の施設管理方針，施設管理

目標または施設管理実施計

画の改定までの期間 

  9．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置または配置 

替えの都度 
５年間 

  10．使用済燃料の払出し時における放射能の量 払出しの都度 10 年間 

  11．使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の

放射線しゃへい物の側壁における線量当量率 

使用済燃料の貯蔵施

設の記録にあって

は毎日１回，使用済

燃料の貯蔵施設以

外の記録にあって

は毎週１回 

10 年間 

  12．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水

口または排水監視設備における放射性物質の１日間お

よび３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度に

あっては毎日１

回，３月間の平均濃

度にあっては３月

ごとに１回 

10 年間 

  13．管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当

量，空気中の放射性物質の１週間についての平均濃度

および放射性物質によって汚染された物の表面の放

射性物質の密度 

毎週１回 10 年間 

14．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間の線

量，女子※２の放射線業務従事者の４月１日，７月１

日，１０月１日および１月１日を始期とする各３月間

の線量ならびに本人の申出等により妊娠の事実を知る

こととなった女子の放射線業務従事者にあっては出産

までの間毎月１日を始期とする１月間の線量 

１年間の線量にあっ

ては毎年度１回，３

月間の線量にあって

は３月ごとに１回，

１月間の線量にあっ

ては１月ごとに１回 

※３ 

  15．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリシーベ

ルトを超えた放射線業務従事者の当該１年間を含む原

子力規制委員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員会が

定める５年間におい

て毎年度１回 

※３ 

 16．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期お

よび終期ならびに放射線業務従事者の当該期間の線量 
その都度 ※３ 

  17．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度に

おける当該日以前の放射線被ばくの経歴および原子力

規制委員会が定める５年間における当該年度の前年度

までの放射線被ばくの経歴 

そのものが当該業務

に就く時 
※３ 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  18．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の

数量，その運搬に使用した容器の種類ならびにその運

搬の日時および経路 

運搬の都度 １年間 

  19．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性

廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当該放射性廃棄

物を容器に封入し，または容器と一体的に固型化した

場合には当該容器の数量および比重ならびにその廃棄

の日，場所および方法 

廃棄の都度 ※４ 

  20．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固型化し

た場合には，その方法 

封入または固型化の

都度 
※４ 

  21．放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行

った場合には，その状況および担当者の氏名 

広がりの防止および

除去の都度 
１年間 

  22．事故の発生および復旧の日時 
その都度 ※４ 

  23．事故の状況および事故に際して採った処置 
同上 ※４ 

  24．事故の原因 
同上 ※４ 

  25．事故後の処置 
同上 ※４ 

  26．風向および風速 
連続して 10 年間 

  27．降雨量 
同上 10 年間 

  28．大気温度 
同上 10 年間 

  29．保安教育の実施計画 
策定の都度 ３年間 

  30．保安教育の実施日時，項目および受けた者の氏名 
実施の都度 ３年間 

  31．廃止措置に係る工事の方法，時期および対象となる原子

炉施設の設備の名称 

廃止措置計画に記載

された工事の各工程

の終了の都度 

※４ 

  32.放射能濃度確認対象物の発生状況および汚染の状況に

ついて調査を行った結果※５ 
調査の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  33.放射能濃度確認対象物の材質および重量※５ 調査の都度 発電所から搬出された後 10

年間 

  34.放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染

の除去を行った場合は，その結果※５ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  35.放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算に

よる評価を行った場合は，その計算条件および結果※５ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  36.評価に用いる放射性物質の選択を行った結果※５ 
選択の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 
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記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  37.放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結

果※５ 
評価の都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  38.放射性物質の放射能濃度の測定条件※６ 測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  39.放射能濃度の測定結果※６ 測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  40.放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った

結果※６ 

測定または評価の

都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  41.測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管

理を行った結果※６ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  42.放射能濃度確認対象物の測定および評価に係る教育・

訓練の実施日時および項目※６ 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

  43.放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った

結果に係る記録 
その都度 

発電所から搬出された後 10

年間 

 

※１：記録可能な状態において常に記録することを意味しており，点検，故障または消耗品の取替に

より記録不能な期間を除く。 

※２：妊娠不能と診断された者および妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。 

※３：その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合またはその記録を保存している期

間が５年を超えた場合において，その記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すま

での期間。 

※４：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることにつ

いて，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間。 

※５：放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 

※６：放射能濃度確認対象物の測定および評価に係る記録 
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表１８９－３※７  

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の記録   

（1）第１２５条（品質マネジメントシステム計画）４．２．

１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過するま

での期間 

２．品管規則の要求事項に基づき作成する以下の記録   

（1）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（2）要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録 作成の都度 ５年 

（3）個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施

した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証

するために必要な記録（本項の他で定めるものを除く）

作成の都度 ５年 

（4）個別業務等要求事項の審査の結果の記録および当該審

査の結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（5）設計開発に用いる情報に係る記録 作成の都度 ５年 

（6）設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発レ

ビューの結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（7）設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果に

基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（8）設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開発

妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（9）設計開発の変更に係る記録 作成の都度 ５年 

（10）設計開発の変更の審査，検証および妥当性確認の結

果の記録およびその結果に基づき講じた措置に係る記

録 

作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および当該評価の結果に

基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（12）個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認の結果

の記録 
作成の都度 ５年 

（13）機器等または個別業務に関するトレーサビリティの

記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の物品を所持している場合の記録 作成の都度 ５年 

（15）当該計量の標準が存在しない場合における，校正ま

たは検証の根拠の記録 
作成の都度 ５年 

（16）監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が

判明した場合における，従前の監視測定の結果の妥当

性を評価した記録 

作成の都度 ５年 

（17）監視測定のための設備の校正および検証の結果の記

録 
作成の都度 ５年 

（18）内部監査結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等または自主検査等の結果に係る

記録 
作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員

を特定することができる記録 
作成の都度 ５年 



-第１１章- 7 - 

 

 
記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（21）不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じ

た措置（特別採用を含む。）に係る記録 
作成の都度 ５年 

（22）講じたすべての是正処置およびその結果の記録 作成の都度 ５年 

（23）講じたすべての未然防止処置およびその結果の記録 作成の都度 ５年 

※７：表１８９－１，表１８９－２を適用する場合は，本表を適用しない。 
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表１８９－４ 

記録項目 保存期間 

1.熱出力 10 年間 

2.炉心の中性子束密度 10 年間 

3.炉心の温度 10 年間 

4.冷却材入口温度 10 年間 

5.冷却材出口温度 10 年間 

6.冷却材圧力 10 年間 

7.冷却材流量 10 年間 

8.制御棒位置 1 年間 

9.再結合装置内の温度 1 年間 

10.原子炉に使用している冷却材および減速材の純度ならびにこれらの毎日の補 

給量 

1 年間 

11.原子炉内における燃料体の配置 取出後 10 年間 

12.警報装置から発せられた警報の内容※８ 1 年間 

13.運転責任者の名前および運転員の氏名ならびに，これらの者の交代の日時お

よび交代時の引継事項 

1 年間 

14.燃料体の形状または性状に関する検査の結果 取出後の 10 年間 

15．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線し

ゃへい物の側壁における線量当量率 

10 年間 

16.原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価の結果 ※９ 

17.原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評

価の結果 
※９ 

18.定期事業者検査の結果 

 (1)検査年月日 

 (2)検査の対象 

 (3)検査の方法 

 (4)検査の結果 

 (5)検査を行った者の氏名 

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

 (7)検査の実施に係る組織 

 (8)検査の実施に係る工程管理 

 (9)検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する

事項 

 (10)検査記録の管理に関する事項 

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項 

※10 

※８：「警報装置から発せられた警報」とは，技術基準規則第４７条第１項および第２項に規定す
る範囲の警報をいう。 

※９：廃止措置が終了し，その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることにつ
いて，原子力規制委員会の確認を受けるまでの期間。 

※10：その特定発電用原子炉施設が廃棄された後５年が経過するまでの期間 
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附  則 
 

附則（令和６年５月１７日 原規規発第２４０５１７２号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和６年５月２４日から施行する。 

 

附則（令和６年４月２４日 原規規発第２４０４２４１号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和６年４月２６日から施行する。 

 

附則（令和４年８月２２日 原規規発第２２０８２２５号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和４年８月２９日から施行する。 

２．添付２ 管理区域図「図１４．２号原子炉建物１階，２号タービン建物２階，２号廃棄物

処理建物１階」の変更は，管理区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前

の例による。 

 

附則（令和４年３月１１日 原規規発第２２０３１１１号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和４年３月１８日から施行する。 

 

附則（令和３年３月２３日 原規規発第２１０３２３２号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和３年４月１日から施行する。 

２．添付２ 管理区域図「図１４．２号原子炉建物１階，２号タービン建物２階，２号廃棄物

処理建物１階」の変更は，管理区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前

の例による。 

 

附則（令和２年９月１７日 原規規発第２００９１７８号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，令和２年９月２５日から施行する。 

 

第２条 ３号炉については，第１０条（原子炉施設の定期的な評価），第５４条（燃料プール

の水位および水温）および第５５条（燃料または制御棒を移動するときの原子炉水位）は，

次項に定める時点から適用する。 

２．第１０条（原子炉施設の定期的な評価）については，電気事業法第４９条第１項の使用前

検査の合格および原子炉等規制法第４３条の３の１１第３項の使用前事業者検査の確認を

受けた時点。 


